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	（目的）
	第１条　この規則は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する基礎生物学研究所（以下「研究所」という。）と国立大学法人北海道大学，国立大学法人東北大学，国立大学法人東京大学，国立大学法人東海国立大学機構，国立大学法人京都大学，国立大学法人大阪大学及び国立大学法人九州大学（以下「大学サテライト拠点」という。）が連携協力して実施する大学連携バイオバックアッププロジェクト（以下「ＩＢＢＰ」という。）の計画推進について審議する自然科学研究機構基礎生物学研究所「ＩＢＢＰ」計画推進委員会（以下「委員会」と...
	（雑則）
	第１１条　この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。

